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（仮称）川崎市中小企業活性化のための成長戦略に関する条例（案）に対する 

意見募集の実施結果について 

１ 概要 

川崎の中小企業は、事業所数の 99.6%、従業者数の 76.9%など市内の大半を占め、地域社会に

欠かせない存在であるとともに、新たなサービスの創造や新事業創出など地域の雇用創出、地域

経済の発展にも大きく貢献しています。 

本市において、こうした中小企業に対する基本姿勢を明確に定め、行政、事業者、市民の協力

関係の中で、地域経済の発展を目指していくため、中小企業の活性化に関する条例の制定に向け

た基本となる考え方を取りまとめ、市民の皆様から御意見を募集しましたので、結果を御報告い

たします。 

２ 意見募集の概要 

条例名称 （仮称）川崎市中小企業活性化のための成長戦略に関する条例（案） 

意見の募集期間 平成 27年 9 月 10 日（木）から平成 27年 10 月 9日（金）まで 

意見の閲覧場所 川崎市ホームページ、各区役所（市政資料コーナー）、 

川崎市役所第 3庁舎 2階（かわさき情報プラザ） 

意見の提出方法 電子メール、ファックス、郵送または持参 

結果の公表方法 ・川崎市ホームページへの掲載 

・かわさき情報プラザ及び各区役所での資料設置 

３ 結果について 

パブリックコメント手続で寄せられた意見 

意見提出数（意見件数） １９通（５９件） 

内訳：電子メール 

   ファックス 

   郵送 

   持参 

３通（ ５件） 

１３通（３４件） 

１通（ １件） 

２通（１９件） 

４ 御意見の内容と対応 

提出された御意見は、主に中小企業活性化施策の充実を求める御意見であり、今後の参考とな

るものや基本的な考え方に対する質問・要望等であったほか、その趣旨が概ね基本となる考え方

に既に反映されているものであったことから、中小企業の活性化に関する条例の制定に向けた基

本となる考え方に沿って、条例案をとりまとめます。 
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（１）御意見に対する市の考え方の区分説明

（２）御意見の件数と対応区分 

項  目 件 数 
市の考え方の区分 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

① 前文 １件  １    

② 基本となる理念 ３件  ３    

③ 各主体の定義 ４件  ２  ２  

④ 市の責務 １５件  １  ８ ６ 

⑤ 中小企業者の役割 ２件  １  １  

⑥ 大企業の役割 １件    １  

⑦ 産業の振興に関する計画及びＰＤＣＡ ３件  １ １ １  

⑧ 市の中小企業活性化施策 ２０件  ４  １３ ３ 

⑨ 調査・研究の実施 ８件    ８  

⑩ 施策の検証 １件    １  

⑪ その他 １件    １  

合  計 ５９件 １３ １ ３６ ９ 

Ａ 御意見の趣旨を踏まえ、新たに考え方（案）に反映するもの 

Ｂ 考え方（案）の趣旨に沿った御意見であり、既に考え方（案）に反映されているもの 

Ｃ 御意見の趣旨を踏まえ、今後検討するもの 

Ｄ 考え方（案）に対する要望・質問等であり、内容を説明・確認するもの 

Ｅ その他の御意見 
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（３）具体的な御意見の内容と市の考え方 

番号 意見内容（要旨） 意見に対する市の考え方 区分 

①前文 

１ 日本の工業を牽引してきた

京浜工業地域の中心である川

崎市の製造業の活性化を打ち

出す必要がある。 

川崎市は、ものづくりを中心に

多様で幅広い産業が集積してお

り、その振興を目指すためにも、

商業、工業、サービス業等の様々

な分野において、地域経済を支え

てきた中小企業の活性化の取組の

推進を図ることとしております。 

Ｂ 

②基本となる理念 

１ 昨年６月に施行された「小規

模企業振興基本法」を受けて、

事業の持続的発展の重要性を

明確にすること。 

 この条例において、中小企業の

自主的な取組とその取組を促進す

るための環境づくりが重要である

ことを規定しており、その基本的

な考え方といたしましても、小規

模企業振興基本法の趣旨である、

小規模企業者の事業の持続的な発

展をその趣旨に含んでおります。 

Ｂ 

２ 外部資本誘致策はどうして

も大企業の先端研究の誘致の

重視という面が強く、雇用や地

域内投資の点からすると短期

的な効果は期待できないとい

う問題がある。地域経済を長年

支えてきた中小企業、特に小規

模企業者の中で、金も人も物も

循環しない深刻な実情が長年

にわたって起きている。川崎市

の地域経済を発展的に循環さ

せるような再投資を進める経

済振興策の方向性を打ち出す

必要がある。 

 基本となる理念といたしまし

て、海外を含めた市外からの投資

や企業立地が活発化することによ

り、地域経済の好循環が生み出さ

れるよう中小企業の活性化の取組

を推進することとしておりまし

て、本市の施策におきましても、

そのような理念に基づき施策の推

進を図ることとしております。 

Ｂ 

３ 地域経済の公正かつ健全な

活動を維持するための各経済

主体との連携を提案する。 

 この条例に基づき、各経済主体

の連携による中小企業の活性化の

取組の推進を図ることとしており

Ｂ 



4 

ます。 

③各主体の定義 

１～２ 条例において、定義規定の中

に、小規模企業者を明記するこ

と。 

（同様の意見 計２件） 

 条例において、中小企業者を定

義しており、その定義の中に小規

模企業者も含まれております。 

Ｄ 

３ 中小企業診断士等支援団体

の役割を追加すること。 

御指摘のあったかわさき中小企

業診断士クラブやかわさき技術士

クラブ等の支援団体につきまして

は、「中小企業に関する団体」に含

まれております。 

Ｂ 

４ 中小企業関係団体に地域経

済の活性化を目的とするＮＰ

Ｏ法人、中小企業者の交流及び

共同化を推進する自主的な団

体を加えること。 

地域経済の活性化を目的とする

ＮＰＯ法人等につきましては、「中

小企業に関する団体」に含まれて

おります。 

Ｂ 

④市の責務 

１～６ 条例を推進していくために、

行政として担当者の充実を図

ってほしい。 

（同様の意見 計６件） 

 本市の責務として、中小企業の

活性化に関する施策を、総合的か

つ計画的に策定し、実施すること

としておりまして、そのような責

務を果たすために必要となる取組

を推進してまいります。 

Ｅ 

７～１１ 小企業者が、事業を推進して

いく上で困難な点は、税金（国

保料含む）などの負担の増、仕

事の激減等で、こうした環境を

変えていくためにも、全庁的な

研修や横断的な連携を深めて

ほしい。 

（同様の意見 計５件） 

 本市の責務として、中小企業の

活性化に関する施策を、総合的か

つ計画的に策定し、実施すること

としておりまして、そのような責

務を果たすため、関係する部局の

有機的な連携の下に、必要となる

取組を推進してまいります。 

Ｄ 

１２ （市の責務において、）小規

模企業への配慮規定に金融、税

制、情報の提供その他の事項に

ついて小規模企業の経営の状

況に応じ、必要な考慮を払う趣

 この条例において、経営資源の

確保が特に困難であることの多い

小規模企業者の事情を考慮するこ

ととしております。 

Ｂ 
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旨の文言を明記すること。 

中小企業基本法第８条（小規

模企業に対する中小企業施策

の方針）第３項及び「小規模企

業振興基本法」に対する国会の

付帯決議の具体化として条文

に明記することは可能である。

１３ 条例を継続し、生かしていく

ためには、事業者の実態を全庁

的な共通意識にしていくため

の取組が今後必要なのではな

いか。 

 中小企業者の活性化に関する施

策を効果的に実施するため、必要

な情報の収集及び調査研究を行

い、関係する部局の有機的な連携

の下に、必要となる取組を推進し

てまいります。 

Ｄ 

１４～１５ 国保・市税などの支払いがで

きない業者に対して、差し押さ

えや強制的な回収をするので

はなく、事業継続をしながら支

払いができるようにしていく

ために、横断的な行政の研修・

対応ができるよう要望してい

く。 

（同様の意見 計２件） 

 国民健康保険や市税等の支払い

につきましては、税負担等の公平

原則を踏まえた対応となることを

前提に、中小企業の活性化の取組

を推進してまいります。 

Ｄ 
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⑤中小企業者の役割 

１ 中小企業者の役割として、人

材確保、事業承継のためにも人

間を大切にする経営及び若者

に魅力ある企業の実現を図る

よう求めること。 

 この条例は、中小企業者におけ

る自主的な経営の改善及び向上や

中小企業に関する団体との連携等

の取組の推進を期待するもので

す。 

Ｄ 

２ 中小企業者の役割として、条

例の普及のために、従業員教育

の推進を図るよう求めること。

 条例の普及に関しまして、本市

として、中小企業者をはじめとす

る関係者との連携を図ることなど

により、広報活動に取り組むこと

としております。 

Ｂ 

⑥大企業の役割 

１ 大企業の役割として、中小企

業の事業の発展を支援するよ

う求めること。 

 この条例は、行政、事業者、市

民等の協力関係の中で、中小企業

の活性化を目指すもので、大企業

者においても、中小企業に関する

団体との連携など中小企業の活性

化に向けた取組の推進を期待する

ものです。 

Ｄ 

⑦産業の振興に関する計画及びＰＤＣＡ 

１ 振興に関する施策の計画、施

策の検証、実施状況の公表とい

う点が盛り込まれている点は、

評価できる。 

 本市におきましては、施策の検

証や実施状況の公表等の取組の推

進を図ることとしております。 

Ｂ 

２ 「（仮称）川崎市産業振興協

議会・中小企業活性化専門部

会」に、地域の中小企業者及び

小規模企業の実態及び要求が

反映するような要綱の制定を

提案する。 

 この条例に基づく施策の検証等

につきまして、川崎市産業振興協

議会に専門部会を設けるなど、第

三者の審議を踏まえた施策の改善

が図れるよう取組を推進してまい

ります。 

Ｄ 
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３ 専門部会を置くと聞いてい

ます。この専門部会の中に地域

別の研究会を設置されること

を要望します。 

 川崎市産業振興協議会に専門部

会を設置するなど第三者の審議に

つきましては、審議会における会

議運営の工夫など、必要な検討を

行ってまいります。 

Ｃ 

⑧市の中小企業活性化施策 

１～２ 地域産業の重要な担い手で

ある中小製造業の技術の振興

の充実を図ること。 

（同様の意見 計２件） 

川崎市は、ものづくりを中心に

多様で幅広い産業が集積してお

り、その振興を目指すためにも、

商業、工業、サービス業等の様々

な分野において、研究及び開発の

支援など地域経済を支えてきた中

小企業の活性化の取組の推進を図

ることとしております。 

Ｂ 

３ 経営基盤強化の項で、「中小

企業者に対する資金の円滑な

供給の促進」を打ち出し、資金

面での取り組みも打ち出した

点を評価する。 

 経営基盤の強化に向けては、必

要に応じて、経営資源の確保に関

する相談や中小企業者に対する資

金の円滑な供給の促進など取組の

推進を図ることとしております。 

Ｂ 

４～９ 中小企業の人材教育につい

て、社員への奨学金や企業への

補助を活性化に取り入れても

らえないか。大企業は新人を１

～２年かけて研修できるので、

それに対応するものがほしい。

（同様の意見 計６件） 

 この条例は、中小企業の自主的

な取組とその取組を促進するため

の環境づくりが重要であることを

規定しており、その基本的な考え

方を踏まえ、中小企業の活性化の

ための必要な施策を規定しており

ます。 

 この条例に基づき、社員研修等

への補助金の支出を行うことはで

きませんが、中小企業者の人材教

育については、経営基盤の強化に

もつながるものであり、中小企業

者の自主的な取組について関係者

が支援できるよう、本市として取

組を推進してまいります。 

Ｄ 

１０ 人材の確保の項で、「青少年

の職業についての基礎的な知

 中小企業者の人材確保に資する

ため、青少年の職業についての基

Ｂ 
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識、勤労を重んずる態度等を養

うことに資する職業を体験す

る機会の提供」を打ち出し、後

継者育成の機会を広げること

を打ち出している点について

も評価。 

礎的な知識、勤労を重んずる態度

等を養うことに資する職業を体験

する機会の提供について取組の推

進を図ることとしております。 

１１～１７ この条例に期待することは、

町場・個人建設業者の活性化と

経営支援です。要望として、町

場建設業者の経営支援と大手

参入制限などの取り組みの強

化をお願いします。 

（同様の意見 計７件） 

 この条例は、中小企業の自主的

な取組とその取組を促進するため

の環境づくりが重要であることを

規定しており、その基本的な考え

方を踏まえ、中小企業の活性化の

ための必要な施策を規定しており

ます。 

中小企業者の受注機会の増大に

つきましても、本市として、地方

自治法等の法令の範囲内で、市内

中小企業者の受注の機会の増大の

取組に努めることとしておりま

す。 

Ｄ 

１８～２０ 入札制度の強化について、Ｃ

Ｄクラスが受注する資材単価

を市場に見合った単価にして

いただきたい。 

（同様の意見 計３件） 

 今後とも、公共工事の品質確保

の促進に関する法律等に則り、入

札制度等につきまして、適正に実

施してまいります。 

Ｅ 

⑨調査・研究の実施 

１～８ 中小企業、特に小企業者の実

態について市の職員が直接聞

き取りを行い、実情をつかみ、

今後の施策に役立ててほしい。

（同様の意見 計８件） 

 この条例におきまして、調査・

研究の実施について規定しており

まして、経営環境に関する独自ア

ンケートや企業訪問等を実施する

ことにより、中小企業者の課題の

把握等を行ってまいります。 

Ｄ 

⑩施策の検証 

１ 施策の実施状況に併せて、そ

の実施状況を検証した結果に

ついても条例上公表を明記す

ること。 

 条例において、施策の実施状況

についてとりまとめ、公表するこ

ととしております。 

Ｄ 
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⑪その他 

１ ４年ごとの改正の明記を提

案する。 

 この条例の中に、条例の改正に

関する規定を設けることは予定し

ておりません。 

Ｄ 

５ お問合せ 

川崎市経済労働局産業政策部企画課 

〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町 11-2 川崎フロンティアビル 10 階 

電話：044-200-2332、ＦＡＸ：044-200-3920 


